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(54)【発明の名称】 生体情報計測装置及び該装置を用いた椅子型マッサージ機

(57)【要約】
【課題】  生体情報の計測性能にすぐれる生体情報計測
装置を提供する。
【解決手段】  生体情報計測装置20は、第１の指の腹部
が当たる第１指レスト部22と、第２の指の腹部が当たる
第２指レスト部23と、両指の指先部を被覆するフラップ
部21を具えており、第１及び第２の指レスト部には被験
者の生体情報を検知するセンサー手段30が配備され、被
験者の指を、第１及び第２の指レスト部とフラップ部の
間に挟んで生体情報を測定する。生体情報として、皮膚
電気抵抗、脈拍及び皮膚温度が挙げられる。生体情報計
測装置は、マッサージ機10に適用することができ、アー
ムレスト13に摺動可能に配備される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  脈拍、皮膚電気抵抗、皮膚温度などの生
体情報を検出するセンサー手段(30)と、該センサー手段
で検出された生体情報を処理する情報処理部(28)を具え
た生体情報計測装置(20)において、生体情報計測装置
は、被験者の第１の指の腹部が当たる第１指レスト部(2
2)と、第２の指の腹部が当たる第２指レスト部(23)と、
第１及び第２の指の指先部を被覆するフラップ部(21)を
具えており、センサー手段は、第１及び第２指レスト部
(22)(23)に配備され、被験者の第１及び第２の指を、第
１及び第２指レスト部(22)(23)とフラップ部(21)の間に
挟んで生体情報を計測するようにしたことを特徴とする
生体情報計測装置。
【請求項２】  第１指レスト部(22)と第２指レスト部(2
3)の間には、略中央部が前記第１及び第２指レスト部(2
2)(23)よりも高く盛り上がった第３指レスト部(24)が形
成され、第３指レスト部(24)に被験者が第３の指を置い
たとき、指先がフラップ部(21)の上面に当たるようにし
ている請求項１に記載の生体情報計測装置。
【請求項３】  フラップ部(21)は、弾性材と緩衝材の積
層合板で形成されている請求項１又は請求項２に記載の
生体情報計測装置。
【請求項４】  フラップ部(21)には、熱を逸散させるた
めの孔(29)が開設されている請求項１乃至請求項３の何
れかに記載の生体情報計測装置。
【請求項５】  センサー手段(30)は、第１指レスト部(2
2)及び第２指レスト部(23)に配備された第１電極(31)及
び第２電極(32)を含んでおり、皮膚の電気抵抗を測定す
ることによって発汗量の情報を生成する請求項１に記載
の生体情報計測装置。
【請求項６】  センサー手段(30)は、第１指レスト部(2
2)又は第２指レスト部(23)に配備されたフォトセンサー
(34)を含んでおり、皮膚に当たって反射した光線量を測
定することによって脈拍数の情報を生成する請求項１に
記載の生体情報計測装置。
【請求項７】  センサー手段(30)は、第１指レスト部(2
2)又は第２指レスト部(23)に配備されたサーミスタ(37)
を含んでおり、皮膚の温度を測定することによって皮膚
温度の情報を生成する請求項１に記載の生体情報計測装
置。
【請求項８】  掌が当たる掌レストが、指レスト部の指
根元側に隣接して形成されている請求項１に記載の生体
情報計測装置。
【請求項９】  被施療者の脈拍、皮膚電気抵抗、皮膚温
度などの生体情報を測定する生体情報計測手段(20)と、
計測された生体情報に応じて施療指(42)(42)の動作モー
ドを制御する制御手段(50)を具えた椅子型マッサージ機
において、マッサージ機は、アームレスト(13)に、請求
項１乃至請求項８の何れかに記載の生体情報計測装置(2
0)を装着したことを特徴とする椅子型マッサージ機。
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【請求項１０】  生体情報計測装置(20)は、アームレス
ト(13)の上を摺動可能に配備される請求項９に記載の椅
子型マッサージ機。
【請求項１１】  生体情報計測装置(20)とアームレスト
(13)の間に、緩衝部材(62)が配備される請求項９又は１
０に記載の椅子型マッサージ機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は生体情報計測装置及
び該装置を用いたマッサージ機に関する。より具体的に
は、被験者の脈拍、皮膚電気抵抗、皮膚温度等の生体情
報を精度良く計測できる装置、及び該装置から提供され
る生体情報に応じて効果的なマッサージを施すことので
きるマッサージ機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】被施療者が椅子に腰掛けてマッサージを
受けることのできるマッサージ機がある。このマッサー
ジ機(10)は、図１に示すように、マッサージを施す施療
指(42)(42)を椅子の背凭れ(11)の内部に昇降可能に配備
し、被施療者の首から背中、腰に亘る部分を、叩き、揉
み、ローリング又はこれらの組合せによるマッサージを
施すものである。
【０００３】一般的な椅子型マッサージ機では、被施療
者は、所望の叩き、揉みなどのマッサージ動作を選択し
たり、複数のマッサージ動作を組み合わせたマッサージ
プログラムを選択することにより、マッサージを享受し
ている。
【０００４】マッサージ効果を高めるには、凝り具合や
リラックス状態に応じたマッサージを施すことが効果的
であり、例えば凝りの強い部分には強めのマッサージを
施し、凝りの弱い部分には弱めのマッサージを施すこと
が望ましい。凝りの強い部分に弱めのマッサージが施さ
れると、施療者は物足りなく感じるし、凝りの弱い部分
に強めのマッサージが施され、痛みを伴ったりすると、
施療者にとって不快なマッサージになってしまう。
【０００５】そこで、脈拍、呼吸数等の生体情報を測定
し、測定された生体情報に応じて、マッサージ機構の動
作モードを変えることができるマッサージ機が提案され
ている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
マッサージ機は、生体情報の計測性能において不十分な
点があり、生体情報が所望の動作モードに十分反映され
ない問題があった。また、生体情報は、異なる位置で測
定されていたため、機構的にも電気的にもコスト高とな
る問題があった。
【０００７】本発明の目的は、生体情報の計測性能にす
ぐれる生体情報計測装置を提供することである。本発明
の他の目的は、単一ユニットに集約して各種生体情報を
計測できる生体情報計測装置を用い、該装置から得られ
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た生体情報の変化に応じて効果的なマッサージを施すこ
とのできるマッサージ機を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、生体情報を検出するセンサー手段と、該
センサー手段で検出された生体情報を処理する情報処理
部を具えた生体情報計測装置において、被験者の第１の
指の腹部が当たる第１指レスト部と、第２の指の腹部が
当たる第２指レスト部と、第１及び第２の両指の指先部
を被覆するフラップ部を具え、センサー手段を、第１及
び第２指レスト部に配備し、被験者の第１及び第２の指
を、第１及び第２指レスト部とフラップ部の間に挟んで
生体情報を計測するようにしたものである。
【０００９】第１指レスト部と第２指レスト部の間に
は、第３の指の腹部がフラップ部に当たる第３指レスト
部を形成することもできる。この場合、第３指レスト部
は、略中央部が前記第１及び第２指レスト部よりも高く
盛り上がり、その高さは、第１及び第２指レスト部とフ
ラップ部の間に挟まれるべき指の厚みより小さく形成さ
れる。
【００１０】センサー手段として、皮膚の電気抵抗を測
定する第１及び第２の電極と、脈拍を測定するフォトセ
ンサーと、皮膚の温度を測定するサーミスタを挙げるこ
とができる。
【００１１】本発明の椅子型マッサージ機は、請求項１
乃至請求項８の何れかに記載の生体情報計測装置(20)を
アームレストに配備し、該生体情報計測装置を用いて、
被施療者の生体情報を計測し、計測された生体情報に応
じた動作モードで被施療者にマッサージを施すことがで
きるようにしたものである。
【００１２】
【作用】本発明の生体情報測定装置では、被験者の第１
及び第２の指は、第１及び第２指レスト部とフラップ部
との間に挟まれるので、第１及び第２指レスト部におか
れた両指の腹部は、センサー手段との間で良好な密着状
態が得られる。第３指レスト部を設けた構成では、第１
及び第２指レスト部とフラップ部の間の各隙間に、例え
ば、人差し指と薬指を夫々挿入すると、フラップ部は徐
々に起き上がり、フラップ部と第３指レスト部との間に
空間が形成される。このとき、中指はフラップ部の上方
に位置している。中指をフラップ部に当てるだけで、フ
ラップ部と第３指レスト部との空間は狭くなり、フラッ
プ部から人差し指と薬指に対して下向きの適度に押す力
が作用し、人差し指と薬指は第１及び第２指レスト部と
フラップ部との間で挟まれる。
【００１３】本発明の椅子型マッサージ機では、生体情
報測定装置によって測定された生体情報は、情報処理部
に送信され、マッサージ機の制御手段とデータ通信が行
なわれ、凝り状態やリラックス状態を検出し、予めプロ
グラミングされた動作モードにより施療指が動作する。
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【００１４】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の生体情報計測装
置(20)を、アームレスト(13)に装着した椅子型マッサー
ジ機(10)の斜視図であり、図２は、生体情報計測装置(2
0)の斜視図である。なお、椅子型マッサージ機は、本発
明の生体情報計測装置の利用例の一例にすぎないことは
理解されるべきである。本発明の生体情報計測装置は、
医療用機器、健康器具等にも適用できることは勿論であ
る。マッサージ機(10)は、図１に示すように、椅子の背
凭れ(11)にマッサージユニット(40)を昇降可能に配置し
て構成される。マッサージユニット(40)は、背凭れ(11)
から前方に突出した一対の施療指(42)(42)を具え、該施
療指(42)(42)を上下、左右、前後に三次元的に動作させ
ることによって、被施療者にマッサージが施される。マ
ッサージ機(10)の制御は、図１１に示すように、制御手
段(50)によって行なわれる。例えば、施療指(42)(42)の
三次元動を２基の揉みモータ(52)と叩きモータ(53)で行
ない、マッサージユニット(40)の昇降を昇降モータ(54)
によって行なう場合には、モータ(52)(53)(54)は、制御
手段(50)に配備された駆動回路によって制御される。
【００１５】生体情報計測装置(20)は、被験者の脈拍、
皮膚電気抵抗、皮膚温度等の生体情報の変化を測定する
手段である。なお、本発明において、「生体情報」と
は、人体の生理的特徴に関する情報を意味し、上記の他
に、脳波、呼吸数、血圧等を挙げることができる。
【００１６】図３を参照すると、生体情報計測装置(20)
は、第１の指の腹部が当たる第１指レスト部(22)と、第
２の指の腹部が当たる第２指レスト部(23)と、後記する
フラップ部に第３の指の腹部が当たる第３指レスト部(2
4)を有しており、第１指レスト部(22)、第３指レスト部
(24)及び第２指レスト部(23)が互いに隣接して形成され
ている。第３指レスト部(24)は、その略中央部が前記第
１及び第２指レスト部(22)(23)よりも高く盛り上がるよ
うに形成されている。この盛上り部の高さは、第１及び
第２指レスト部(22)(23)に当接する指の厚さを超えない
寸法とすることが好ましい。これらの指レスト部(22)(2
3)(24)は、指先側が、取付台(25)に夫々取り付けられて
いる。
【００１７】なお、図示はしないが、生体情報計測装置
(20)の他の実施例として、掌がフィットする形状及び大
きさに形成された掌レストを、前述の指レスト部(22)(2
3)(24)の指根元側に隣接して形成することもできる。こ
の掌レストは、生体情報計測手段の操作を容易にするこ
とを目的として設けるものであるが、この掌レスト部に
被験者の生体情報を検知するためのセンサー手段を配備
することも可能である。
【００１８】取付台(25)の両側には、Ｌ字形のスライド
片(26)(26)が配備されている。アームレスト(13)は、そ
の長手方向の両側部の下面に、角溝(15)(15)が切欠き形
成されており、該角溝に対して、取付台(25)のスライド
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片(26)(26)が摺動可能に嵌められる。
【００１９】第１指レスト部(22)と第２指レスト部(23)
には、被験者の生体情報を検知するセンサー手段(30)が
夫々配備される。この実施の形態では、生体情報とし
て、皮膚電気抵抗、脈拍、皮膚温度を測定するセンサー
手段について説明するが、本発明の生体情報はこれら３
種類に限定するものと解すべきでない。皮膚電気抵抗を
測定するセンサー手段として、一対の電極(31)(32)が配
備される。第１電極(31)は第１指レスト部(22)の表面
に、第２電極(32)は第２指レスト部(23)の表面に夫々配
備される。これら電極は、導電性金属の薄板で形成さ
れ、皮膚表面の電気抵抗を測定することにより、発汗量
の変化情報を得ることができる。皮膚の湿潤度が高い
と、電気抵抗が下がり、発汗がなく乾燥した状態では電
気抵抗が上がる。
【００２０】脈拍を測定するセンサー手段として、フォ
トセンサー(34)が配備される。図示の実施例では、フォ
トセンサーを、第２指レスト部(23)に設けている。フォ
トセンサー(34)は、図４に示す如く、円形のベース(35)
の上に配置され、リード(36)がベース(35)に差し込まれ
ている。第２指レスト部(23)及び第２電極(32)には円形
孔が形成されており、該孔にフォトセンサー(34)のベー
ス(35)が嵌められる。フォトセンサー(34)は第２電極(3
2)の表面よりも少しだけ下の位置に設けることが好まし
い。このようにすれば、指で円形孔全体を塞ぐことがで
き、外部からの光のセンサーへの進入が防止され、高い
計測精度を得られるからである。フォトセンサー(34)は
赤外線を放出し、指に当たって反射した光線を検知す
る。従って、血流の変動が反射光量の変動として現れる
ので、脈拍の情報を得ることができる。
【００２１】皮膚温度を測定するセンサー手段として、
サーミスタ(37)が配備される。図示の実施例では、サー
ミスタ(37)を、第１指レスト部(22)に設けている。サー
ミスタ(37)は、図５に示す如く、円形のベース(38)の上
に配置され、リード(39)がベース(38)の中に差し込まれ
ている。第１指レスト部(22)及び第１電極(31)には円形
孔が形成されており、該孔にサーミスタ(37)のベース(3
8)が嵌められる。サーミスタ(37)は第１電極(31)の表面
から僅かに臨出するように設けることが好ましい。指の
腹部とより良好な密着状態を得るためである。サーミス
タ(37)は測温部がエポキシ樹脂で固められており、皮膚
との接触により、皮膚の温度変化の情報を得ることがで
きる。
【００２２】上記の各センサーを駆動してデータの送受
信を行なう情報処理部(28)(図１１参照)が、第３指レス
ト部(24)の内部空間に収納されており、この情報処理部
(28)は、通信コード(33)を介してマッサージ機(10)の制
御手段(50)とデータ通信を行なう。
【００２３】図２を再び参照すると、指先部を被覆する
フラップ部(21)が取付台(25)に固定されている。該フラ
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ップ部(21)は、指レスト部に向けて張り出し、その自由
端部が、第３指レスト部(24)の盛上り部に接触する。こ
れにより、フラップ部(21)と、第１指レスト部(22)及び
第２指レスト部(23)の間には、計測の際に指を挿入でき
る隙間が形成される。フラップ部(21)は、曲げ弾性をも
つ弾性材と、緩衝効果を有する緩衝材との積層合板から
形成することが好ましい。フラップ部(21)には、図１０
に示す如く、熱を逸散させるための孔(29)を多数開設す
ることが望ましい。
【００２４】図６は、マッサージ機のアームレスト(13)
に装着された生体情報計測装置(20)を、第１指レスト部
(22)の側から見た側面図である。(62)は、緩衝部材を示
しており、該緩衝部材(62)は指レスト部(22)(23)(24)の
裏面全体に貼着することが好ましい。マッサージ機の振
動を吸収し、測定精度の低下を防ぐためである。
【００２５】次に、図７乃至図９を参照して、生体情報
計測装置(20)の使用方法を説明する。右手を指レスト部
に載せるとき、人差し指(65)を第１指レスト部(22)、中
指(66)を第３指レスト部(24)、薬指(67)を第２指レスト
部(23)に配置する。フラップ部(21)の下面は、第３指レ
スト部(24)の中央部が高く盛り上がった部分に接触して
いるから、フラップ(21)と、第１及び第２指レスト部(2
2)(23)との間には、第３指レスト部(24)の盛り上がり部
分に相当する寸法の隙間が形成されている。
【００２６】而して、人差し指(65)を、フラップ部(21)
と第１指レスト部(22)との隙間、薬指(67)を、フラップ
部(21)と第２レスト部(23)との隙間に夫々挿入する。こ
のとき、中指(66)はフラップ部(21)の上に位置する。こ
のときの指の状態を図７及び図８に示している。なお、
図中、(64)は親指、(68)は小指である。前述したよう
に、この盛り上がり部分の高さは、第１及び第２指レス
ト部(22)(23)に当接する指の厚さを超えない寸法として
あるので、人差し指(65)と薬指(67)が前記隙間に入る
と、フラップ部は上方に押し上げられる。このとき、中
指(66)は脱力状態では、人差し指(65)及び薬指(67)と並
ぶように位置するので、復元力によって中指(66)はフラ
ップ部(21)を下方へ押すように作用する。この結果、図
９に示すように、人差し指(65)と薬指(67)は、第１及び
第２指レスト部(22)(23)とフラップ部(21)との間で挟ま
れることになる。
【００２７】第１指レスト部(22)には、第１電極(31)と
サーミスタ(37)が配備され、第２指レスト部(23)には、
第２電極(32)とフォトセンサー(34)が配備されているの
で、上記のように、人差し指(65)と薬指(67)が、第１及
び第２指レスト部(22)(23)とフラップ部(21)との間で挟
まれると、人差し指(65)の腹部は、第１電極(31)とサー
ミスタ(37)に無理なく密着し、また、薬指(67)の腹部
は、第２電極(32)とフォトセンサー(34)に無理なく密着
する。
【００２８】生体情報の測定を開始すると、第１及び第
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２電極(31)(32)間には、微弱電流が通電され、人差し指
(65)と薬指(67)間の電気抵抗が測定され、測定結果は情
報処理部(28)に送信される。フォトセンサー(34)は、発
光素子から薬指(67)に光を発して、薬指(67)中の血流に
よる反射光を受光素子で検出し、被施療者の脈拍を測定
する。測定結果は、情報処理部(28)に送信される。ま
た、サーミスタ(37)は、人差し指(65)の皮膚温度を測定
し、測定結果は情報処理部(28)に送信される。
【００２９】情報処理部(28)は、通信コード(33)を介し
てマッサージ機(10)の制御手段(50)とデータ通信を行な
い、測定された生体情報に基づいて、予めプログラミン
グされた動作モードにより施療指(42)(42)を動作させる
ことができる。制御手段(50)の操作は必要に応じて、リ
モコンにより行なうことができる。この結果、被施療者
の凝りやリラックス状態に応じてマッサージがなされ、
例えば凝りの強い部分に強いマッサージ、凝りの弱い部
分に弱めのマッサージがなされ、被施療者は物足りなさ
や痛みを感じることがなく、効果的なマッサージを受け
ることができる。
【００３０】
【発明の効果】フラップ部の挟み力を指の復元力で生成
するので、脱力時にも適切な力で指をセンサー手段に接
触させることができる。また、生体情報の計測時、指に
故意に握力を発生させようとしても、第３指レスト部に
置かれた指がフラップ部に沿って滑るだけで、接触力に
変動を起こしにくい。従って、接触圧力によって測定値
が変動し易い脈拍や皮膚電気抵抗の測定に特に適してお
り、計測性能の向上を達成することができる。センサー
手段を、単一ユニットに集約したため、機構的及び電気
的に低コストにすることができる。
【００３１】生体情報計測装置を椅子型マッサージ機に
適用する場合、マッサージ機本体を構造的に変更する必
要がなく、従来のマッサージ機にも対応が可能である。
生体情報計測装置を、マッサージ機のアームレストに摺
動可能に配置したから、被施療者は、自らの最適な位置
で、指を指レスト部に置くことによって測定できる。
【００３２】生体情報計測装置によって測定された生体
情報は、処理手段に送信される。これらの生体情報は、
マッサージ機の制御手段とデータ通信が行われ、施療者
に対する動作モードにフィードバックされ、施療者は最
適なマッサージを受けることができるる。
【００３３】上記実施例の説明は、本発明を説明するた
めのものであって、特許請求の範囲に記載の発明を限定
し、或は範囲を減縮する様に解すべきではない。又、本
発明の各部構成は上記実施例に限らず、特許請求の範囲
に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。
【００３４】例えば、生体情報計測装置の上記実施例で
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は、中指をフラップ部に押しつけたときに発生するフラ
ップ部の下向きの力で、人差し指と薬指を、フラップ部
と、第１及び第２の指レスト部との間で挟むようにした
が、フラップ部の全体が下向きに付勢するようにすれ
ば、フラップ部と指レスト部の間に任意の２本の指を挿
入することにより、指をフラップ部と指レスト部の間で
挟むことができる。また、フラップ部の全体を付勢しな
くても、フラップ部と指レスト部の一方又は両方を弾性
部材で形成し、フラップ部と指レスト部の間に挿入され
た指を弾性力を以て挟むこともできる。
【００３５】上記実施例では、３種類の生体情報を求め
るようにしたが、利用する生体情報はこれら３種類に限
定されるものではなく、２種類以下でも構わないし、他
の生体情報に基づく生体情報を追加することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の椅子型マッサージ機の概要を示す斜視
図である。
【図２】本発明の生体情報計測装置をマッサージ機のア
ームレストに装着した状態を示す斜視図である。
【図３】フラップ部が取り除かれた生体情報計測装置を
マッサージ機のアームレストに装着した状態を示す斜視
図である。
【図４】フォトセンサーの斜視図である。
【図５】サーミスタの斜視図である。
【図６】マッサージ機のアームレストに装着された生体
情報計測装置を、第１指レスト部の側から見た側面図で
ある。
【図７】指を指レスト部の上に置いたときの状態を、第
１指レスト部の側から見た側面図である。
【図８】図７の平面図である。
【図９】生体情報の測定状態を示す斜視図である。
【図１０】他の実施例のフラップ部を用いた生体情報計
測装置の斜視図である。
【図１１】本発明のマッサージ機と生体情報計測装置の
電気系の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
(10)  椅子型マッサージ機
(13)  アームレスト
(20)  生体情報計測装置
(21)  フラップ部
(22)  第１指レスト部
(23)  第２指レスト部
(24)  第３指レスト部
(31)  第１電極
(32)  第２電極
(34)  フォトセンサー
(37)  サーミスタ
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